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取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に

対する一層の配慮について（通達）

逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人となろうとする者（以下「弁護人等」

という。）との間の接見については、「取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の

被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について」（平成31年３月26日付け

警察庁丙刑企発第62号）、「「取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁

護人等との間の接見に対する一層の配慮について」の趣旨及び運用上の留意事項につい

て」（平成31年３月26日付け警察庁丁刑企発第61号）（以下「旧通達等」という。）等に

基づき適切に行っているところ、このたび、旧通達等で示した配慮事項について、下記

のとおり整理したので、事務処理上、遺漏のないようにされたい。

なお、旧通達等は廃止する。

記

１ 被疑者に対する接見に関する告知

弁解録取の際に、弁護人等との接見に関し、取調べ中において弁護人等と接見した

い旨の申出があれば、直ちにその申出があった旨を弁護人等に連絡する旨を被疑者に

対し告知すること。

２ 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置

(1) 被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡す

ること。

(2) 連絡方法については、電話等適宜の方法によるものとし、弁護人等の事務所に連

絡したものの、当該弁護人等が不在の場合にあっては、応対者に伝言を依頼し、電

話に応答がなかった場合にあっては、いわゆる留守番電話に用件を録音して残すな

ど、警察から連絡したことが記録されるよう努めること。

(3) 実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせて捜査を行っているような場合であって

も、可能な限り早期に弁護人等に連絡すること。

(4) 弁護人等に連絡した場合は、その日時、内容等を留置部門に速やかに連絡すること。



３ 取調べ前又は取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応

(1) 可能な限り早期に接見の機会を与えるようにし、取調べの予定があっても、当該

取調べが予定どおり開始できる範囲で接見時間の調整が可能な場合にはその機会を

与えるよう配慮するほか、現に取調べ中であっても、遅くとも、直近の食事又は休

憩の際に接見の機会を与えるよう配慮すること。ただし、実況見分、検証等に被疑

者を立ち会わせて捜査を行っているような場合や、実況見分、検証等の予定がある

など当該捜査の中断や予定変更が困難な場合は除くものとする。

(2) 弁護人等との接見に関して、検察官との調整を要する場合には、検察官に連絡し、

協議を行うこと。

４ 上記２又は３の申出があった場合の記録

(1) 被疑者又は弁護人等から上記２又は３の申出があった場合には、その申出及びこ

れに対してとった措置を当該申出を受けた捜査員が別添の接見申出記録簿の様式に

したがって記録すること。

(2) 弁護人等から接見の申出があったものの、速やかな措置を講ずることができなか

った場合には、理由を付してその旨を接見申出記録簿に記録すること。

(3) 接見申出記録簿については、捜査・公判上の必要のため検察官から要請があった

ときには、証拠化して送致すること。



別添

接見申出記録簿

被 疑 者 氏 名

罪 名

申出を受けた者

申 出 日 時 年 月 日 午前・後 時 分

申 出 者 被疑者 弁護人等 氏名（ ）

申 出 の 方 法 面談（取調べ時） 書面 電話 その他

申 出 の 内 容

申出内容に関

する特記事項

申出に対して

と っ た 措 置

その他参考事項

注意 各欄の該当部分に丸印をつけること。


